
該当しない語句は取消線（＝）で
削除する。

行政への提出年月日を記入する。

届出者が法人の場合、代表者職氏
名を記入する。代表者以外の工場
長等に届出の一切の権限を委任さ
れている場合は工場長等（受任
者）の職氏名を記入。

該当しない条項は取消線（＝）で
削除する。
設置する施設に応じて適用法令が
異なるため、事前に確認すること。

法や条例に記載の特定施設番号と
名称を記入する。

特定施設における有害物質の製
造・使用・処理の有無を記入する。

添付が不要な別紙がある場合、斜
線等により添付しないことを明示
する。

届出者における担当者の情報を記
載する。

※代理申請等であっても、届出者
の担当者情報を記載してください



～届出の種類について～

〇法第５条第１項(条例第21条第１項)関係

公共用水域に水（雨水、生活排水などの工程排水以外も含む）を排出する工場・事業場が、

特定施設（有害物質の使用等の有無問わず）を設置する際は、これらの規定に基づいて

設置届出が必要です。

〇法第５条第２項(条例第21条第２項)関係

地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等（これを処理したものを含む。）を含む水を浸透

させる工場・事業場が有害物質使用特定施設を設置する際は、これらの規定に基づいて設置届

出が必要です。

〇法第５条第３項(条例第21条第３項)関係

公共用水域への排出および地下への浸透を行わない工場・事業場が有害物質使用特定施設を

設置する際または有害物質貯蔵指定施設を設置する際は、これらの規定に基づいて設置届出が

必要です。



法や条例に記載の特定施設番号と
名称を記入

工場における管理番号等を記入
※廃止した特定施設の管理番号等
は避けること

カタログ等を参考に、当該施設の
名称、メーカー名、型番等を記入

特定施設の材質（ステンレス製、
鉄製等）、構造上の特徴（塗装、
設置方法、全自動式等）を記入

施設の公称能力を記入
※生産予定数ではない

特定施設等を設置する工事着手等
の予定年月日を記入

※工事着手日の60日前までに届出
書の提出が必要

有害物質使用特定施設に該当する
場合には、施設の床面及び周囲の
構造等を記入

防液堤等については、想定流出量
および容量を記入

床下に目視可能な空間がある場合
にはその旨を記入



別紙１と同様

有害物質使用特定施設に付帯する
配管等、排水溝等の設備を記入
（例）
地上配管、地下配管、ためます、
フランジ、バルブ、排水溝 等

設備の材質・構造を記載するとと
もに、検知設備を有する場合には
その旨を記入

付帯設備の寸法について記入

建物の名称・位置等を記載すると
ともに、地下に設置されている場
合にはその旨を明記

有害物質を含む水が流れない範囲
がある場合には、構造等に関する
基準が適用されないので、その範
囲等を記載

～有害物質使用特定施設の場合、別紙２（使用の方法）については、以下の点に留意～

・届出様式においては記載の義務はありませんが、管理要領、点検頻度、同等以上の点検の内容

などについて、必要に応じて確認します。

≪参考≫

・『地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル』（第１.１版）

（平成25 年６月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室）

https://www.env.go.jp/content/900539319.pdf

・『地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き』

（平成27年３月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室）

https://www.env.go.jp/content/900539304.pdf

別紙２は有害物質使用特定施設に限り、添付が必要となります



別紙１と同様

原材料が工場に搬入され、製品と
して出ていくところまでのフロー
図を添付。
（給排水、廃液の発生記入）

日変動がある場合はその旨も記入

繁忙期など、季節変動がある場合
はその旨を日変動がある場合はそ
の旨も記入

原材料名を商品名で記入する場合
は、成分表等を添付
ただし、有害物質・指定物質を含
有している場合にはその旨を明記
すること

特定施設から発生する汚水または
廃液の量を記入
※排出先に関わらず記入要

当該特定施設の使用方法について
特記すべきことがあれば記入
併せて、特定施設からの漏洩の有
無の点検頻度、清掃頻度（洗浄に
供した溶剤等の処理方法）等を記
入

特定施設から発生する汚水または
廃液の汚染状況について記入
項目は、原材料や工程から判断し
て汚水等に含有される項目（不純
物や副生性等も含む）を記入



別紙４は特定施設から生じた汚水等の処理のみではなく、工場等から
排出されるすべての排水（冷却水、生活排水等を含む。）の処理方法
について記入が必要となります

工場における管理番号等があれば
記入

当該処理施設を設置する工事着手
等の予定年月日を記入
なお、既設の施設であれば、設置
年月日を記入

用水、排水、雨水の経路を示した
図面を添付

処理のプロセスを示した資料を添
付（簡潔に記載可能であれば、当
該欄への記載も可）

汚水等の処理施設において、中和、
凝集、酸化その他の反応の用に供
する消耗資材の１日当たりの用途
別使用量を記入

項目は当該処理施設に流入する汚
水等の汚染状態等を踏まえて記入

当該処理施設への流入水質、処理
水質の濃度が比較できるように記
入

残さの発生量、処理処分方法につ
いて記入

排出口および排出先の公共用水域
を記入し、排出先がわかる図面を
添付



工場における管理番号等があれば
記入

別紙５は特定施設から生じた汚水等を含む水の排出口のみではなく、
工場等のすべての排水口（雨水のみで通常は排水がないもの等も含
む）について記入が必要となります

項目は、排水基準が定められてい
る事項のうち、通常排水口から排
出されるものや排出されるおそれ
があるもの（特定施設において使
用等している物質や副生成等によ
り存在すると推定される物質を含
む。）について、排出口ごとに記
入

～ 排出水等の自主測定について～

特定施設等を設置する者であって排出水を排出する者は、当該排出水の汚染状態を測定（原則１年に１回

以上）し、その結果を記録し、これを保存（３年間）しなければなりません。

〇測定箇所：公共用水域（側溝や川など）へ排水を排出する排出口

※通常排水のない、雨水のみを排出する排出口等は除きます。（排水基準は適用されます。）

〇測定項目：排出口ごとに、排水基準項目のうち、本紙の「排出水の汚染状態」欄に記載されている項目

その他、事業場内で貯蔵されている原材料等（特定施設以外で使用されるものなど）に含ま

れ意図せず排出されるおそれがある項目

〇測定時期：排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期

雨水のみを排出する排水口で、雨
天時以外には排水がない場合、排
出水の量は「０㎥／日」を記入

下水へ投入している場合、参考情
報として、下水投入口についても
記入をお願いします。
（排出水の量は「０㎥／日」）



別紙６は工場・事業場のすべての系統の用水および排水の系統（工程
系、生活系、冷却水、循環使用水、下水道投入水、雨水等）を記入。

工場・事業場での用水および排水
の系統がわかるように、簡単なフ
ローシートを作成し記入

用水量と排水量の数値の整合性に
配慮して、一致しない場合はその
理由を記入


